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法
律
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九
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の
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一
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地
内
に
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積
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さ
れ
、
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び
埋
め
立
て
ら
れ
た
産
業
廃
棄
物
で
あ
る

汚
泥
、
燃
え
殻
、
木
く
ず
等
並
び
に
同
地
内
及
び
同
市
大
字
坂
牛
字
上
鳥
ノ
木
沢
地
内
に
野
積
み

さ
れ
た
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
汚
泥
及
び
燃
え
殻
を
処
理
し
た
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト

固
形
化
物
を
撤
去
す
る
こ
と
。
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支
障
の
除
去
等
の
措
置
を
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ず
べ
き
期
限

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日

三

青
森
県
知
事
に
よ
る
代
執
行

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
二
の
期

限
ま
で
に
一
の
支
障
の
除
去
等
の
措
置
を
講
じ
な
い
と
き
は
、
青
森
県
知
事
が
当
該
支
障
の
除
去

等
の
措
置
を
講
じ
、
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
支
障
の
除
去
等
の
措
置
に
要
し

た
費
用
を
徴
収
す
る
。
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発
行
所
・
発
行
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青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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